
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和４年７月３１日 １１時００分ごろ 

発生場所 大分県豊後高田市長崎鼻北方沖 

 香々地
か か じ

灯台から真方位３４２°１,０４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°４１.６′ 東経１３１°３１.２′） 

事故の概要 水上オートバイULTRA
ウ ル ト ラ

300 X
エックス

は、遊走中、横波を受けて転覆した

際、シートが外れて機関室内に浸水した。 

事故調査の経過 令和４年８月２９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ ULTRA300X、０.１トン 

 ２９３－３９３３６大分、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

負傷者 なし 

損傷 主機に濡損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、波向 北東 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を後部座席に乗せ、知

人が操縦する水上オートバイ（以下「同行船」という。）と共に、長

崎鼻北方沖で遊走していた。 

船長は、約１５ノットの対水速力で右旋回をしたところ、横波を受

けて転覆し、同乗者と共に落水した。 

船長は、転覆した本船を復原させようとしたが復原させることがで

きず、機関室のハッチを兼ねているシートが外れて浮いており、機関

室に浸水しているのを認めた。 

同行船の船長は、本船船長の依頼を受け、同行船により本船のえい
．．

航を試みたが負荷が大きくえい
．．
航できなかったので、１１８番通報し

て救助を要請した。 

本船の船長及び同乗者は、来援した水難救済会の船舶に救助され、

本船は同船にえい
．．
航され、出航地に帰航した。 

船長は、本船が転覆した際にシートが外れたのは、シートの閉鎖が

十分でなかったのかもしれないと本事故後に思った。 

船長は、操縦免許を取得後２回目の操船であり、波がある場所での

操船に慣れていなかったと本事故後に思った。 

分析 本船は、右旋回中に横波を受けて転覆した際、機関室のハッチを兼

ねているシートが外れたことから、機関室内に浸水したものと考えら

れる。 



船長は、操縦免許を取得後２回目の操船であり、横波がある状況で

の旋回操船に慣れていなかったことから、右旋回中にバランスを崩し

て転覆したものと考えられる。 

船長は、シートの閉鎖を確実に行っていなかったことから、転覆し

た際にシートが外れた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が旋回中に横波を受けて転覆した際、機関室のハッ

チを兼ねているシートが外れたため、機関室に浸水したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出航前に、機関室の上部ハッチを兼ねているシートが確

実に閉まっていることを確認すること。 

 


